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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 9月 1日 (2004.9.1)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
物 理 仕 様 の 異 な る 複 数 種 類 の 記 録 媒 体 を 判 別 す る 媒 体 判 別 手 段 と 、
Ｍ Ｐ Ｅ Ｇ 規 格 の ト ラ ン ス ポ ー ト ス ト リ ー ム 形 式 の 信 号 を 入 出 力 す る 入 出 力 手 段 と 、
入 力 さ れ た 信 号 を 前 記 記 録 媒 体 に 記 録 す る 記 録 手 段 と 、
デ ィ ス ク 記 録 媒 体 か ら 信 号 を 再 生 す る 再 生 手 段 と 、
前 記 媒 体 判 別 手 段 の 判 別 結 果 に 応 じ て 前 記 記 録 手 段 と 前 記 再 生 手 段 と を 制 御 す る 制 御 手 段
と を 有 し 、
前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 記 録 媒 体 が 第 １ の 仕 様 の 記 録 媒 体 で あ る と き に は 前 記 ト ラ ン ス ポ ー
ト ス ト リ ー ム 形 式 で 信 号 を 記 録 し 、 記 録 媒 体 か ら 再 生 さ れ た 信 号 を 前 記 ト ラ ン ス ポ ー ト ス
ト リ ー ム 形 式 で 出 力 し 、
前 記 記 録 媒 体 が 第 ２ の 仕 様 の 記 録 媒 体 で あ る と き に は 前 記 ト ラ ン ス ポ ー ト ス ト リ ー ム 形 式
の 信 号 の 記 録 再 生 を 停 止 す る こ と を 特 徴 と す る 記 録 再 生 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
請 求 項 １ に 記 載 の 記 録 再 生 装 置 に お い て 、
前 記 第 １ の 仕 様 の 記 録 媒 体 は 高 密 度 仕 様 の デ ィ ス ク 記 録 媒 体 で あ り 、 前 記 第 ２ の 仕 様 の 記
録 媒 体 は 標 準 仕 様 の デ ィ ス ク 記 録 媒 体 で あ る こ と を 特 徴 と す る 記 録 再 生 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
物 理 仕 様 の 異 な る 複 数 種 類 の 記 録 媒 体 に 複 数 種 類 の 形 式 の 信 号 を 記 録 再 生 す る 記 録 再 生 装
置 に お い て 、
Ｍ Ｐ Ｅ Ｇ 規 格 の ト ラ ン ス ポ ー ト ス ト リ ー ム 形 式 の 信 号 を 入 出 力 す る 入 出 力 手 段 と 、



前 記 複 数 種 類 の 記 録 媒 体 を 判 別 す る 媒 体 判 別 手 段 と 、
入 力 さ れ た 信 号 を デ ィ ス ク 記 録 媒 体 に 記 録 す る 記 録 手 段 と 、
デ ィ ス ク 記 録 媒 体 か ら 信 号 を 再 生 す る 再 生 手 段 と 、
前 記 ト ラ ン ス ポ ー ト ス ト リ ー ム 形 式 の 信 号 を プ ロ グ ラ ム ス ト リ ー ム 形 式 の 信 号 に 変 換 す る
変 換 手 段 と 、
前 記 媒 体 判 別 手 段 の 判 別 結 果 に 応 じ て 前 記 記 録 手 段 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 有 し 、
前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 記 録 媒 体 が 第 １ の 仕 様 の 記 録 媒 体 で あ る と き に は 前 記 ト ラ ン ス ポ ー
ト ス ト リ ー ム 形 式 の ま ま で 信 号 を 記 録 し 、 記 録 媒 体 か ら 再 生 さ れ た 信 号 を 前 記 ト ラ ン ス ポ
ー ト ス ト リ ー ム 形 式 で 出 力 し 、
前 記 記 録 媒 体 が 第 ２ の 仕 様 の 記 録 媒 体 で あ る と き に は 、 前 記 ト ラ ン ス ポ ー ト ス ト リ ー ム 形
式 の 信 号 を プ ロ グ ラ ム ス ト リ ー ム 形 式 の 信 号 に 変 換 し て 記 録 再 生 す る こ と を 特 徴 と す る 記
録 再 生 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
請 求 項 ３ に 記 載 の 記 録 再 生 装 置 に お い て 、
前 記 第 １ の 仕 様 の 記 録 媒 体 は 高 密 度 仕 様 の デ ィ ス ク 記 録 媒 体 で あ り 、 前 記 第 ２ の 仕 様 の 記
録 媒 体 は 標 準 仕 様 の デ ィ ス ク 記 録 媒 体 で あ る こ と を 特 徴 と す る 記 録 再 生 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
物 理 仕 様 の 異 な る 複 数 種 類 の 記 録 媒 体 を 判 別 す る 媒 体 判 別 手 段 と 、
Ｍ Ｐ Ｅ Ｇ 規 格 の ト ラ ン ス ポ ー ト ス ト リ ー ム 形 式 の 信 号 を 入 力 す る 入 力 手 段 と 、
入 力 さ れ た 信 号 を 前 記 記 録 媒 体 に 記 録 す る 記 録 手 段 と 、
前 記 媒 体 判 別 手 段 の 判 別 結 果 に 応 じ て 前 記 記 録 手 段 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 有 し 、
前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 記 録 媒 体 が 第 １ の 仕 様 の 記 録 媒 体 で あ る と き に は 前 記 ト ラ ン ス ポ ー
ト ス ト リ ー ム 形 式 の ま ま で 信 号 を 記 録 し 、
前 記 記 録 媒 体 が 第 ２ の 仕 様 の 記 録 媒 体 で あ る と き に は 前 記 ト ラ ン ス ポ ー ト ス ト リ ー ム 形 式
の 信 号 の 記 録 を 停 止 す る こ と を 特 徴 と す る 記 録 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
請 求 項 ５ に 記 載 の 記 録 装 置 に お い て 、
前 記 第 １ の 仕 様 の 記 録 媒 体 は 高 密 度 仕 様 の デ ィ ス ク 記 録 媒 体 で あ り 、 前 記 第 ２ の 仕 様 の 記
録 媒 体 は 標 準 仕 様 の デ ィ ス ク 記 録 媒 体 で あ る こ と を 特 徴 と す る 記 録 装 置 。
【 請 求 項 ７ 】
物 理 仕 様 の 異 な る 複 数 種 類 の 記 録 媒 体 に 複 数 種 類 の 形 式 の 信 号 を 記 録 す る 記 録 装 置 に お い
て 、
Ｍ Ｐ Ｅ Ｇ 規 格 の ト ラ ン ス ポ ー ト ス ト リ ー ム 形 式 の 信 号 を 入 力 す る 入 力 手 段 と 、
前 記 複 数 種 類 の 記 録 媒 体 を 判 別 す る 媒 体 判 別 手 段 と 、
入 力 さ れ た 信 号 を デ ィ ス ク 記 録 媒 体 に 記 録 す る 記 録 手 段 と 、
前 記 ト ラ ン ス ポ ー ト ス ト リ ー ム 形 式 の 信 号 を プ ロ グ ラ ム ス ト リ ー ム 形 式 の 信 号 に 変 換 す る
変 換 手 段 と 、
前 記 媒 体 判 別 手 段 の 判 別 結 果 に 応 じ て 前 記 記 録 手 段 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 有 し 、
前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 記 録 媒 体 が 第 １ の 仕 様 の 記 録 媒 体 で あ る と き に は 前 記 ト ラ ン ス ポ ー
ト ス ト リ ー ム 形 式 で 信 号 を 記 録 し 、
前 記 記 録 媒 体 が 第 ２ の 仕 様 の 記 録 媒 体 で あ る と き に は 、 前 記 ト ラ ン ス ポ ー ト ス ト リ ー ム 形
式 の 信 号 を プ ロ グ ラ ム ス ト リ ー ム 形 式 の 信 号 に 変 換 し て 記 録 す る こ と を 特 徴 と す る 記 録 装
置 。
【 請 求 項 ８ 】
請 求 項 ７ に 記 載 の 記 録 装 置 に お い て 、
前 記 第 １ の 仕 様 の 記 録 媒 体 は 高 密 度 仕 様 の デ ィ ス ク 記 録 媒 体 で あ り 、 前 記 第 ２ の 仕 様 の 記
録 媒 体 は 標 準 仕 様 の デ ィ ス ク 記 録 媒 体 で あ る こ と を 特 徴 と す る 記 録 装 置 。
【 請 求 項 ９ 】
物 理 仕 様 の 異 な る 複 数 種 類 の 記 録 媒 体 に 複 数 種 類 の 形 式 の 信 号 を 記 録 す る 記 録 装 置 に お い
て 、
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前 記 複 数 種 類 の 記 録 媒 体 を 判 別 す る 媒 体 判 別 手 段 と 、
Ｍ Ｐ Ｅ Ｇ 規 格 の ト ラ ン ス ポ ー ト ス ト リ ー ム 形 式 の 信 号 を 入 力 す る 入 力 手 段 と 、
前 記 入 出 力 手 段 へ 入 出 力 す る 信 号 を ト ラ ン ス ポ ー ト ス ト リ ー ム 形 式 で 記 憶 す る 一 時 記 憶 手
段 と 、
前 記 一 時 記 憶 手 段 か ら 読 み 出 さ れ た 信 号 を 前 記 記 録 媒 体 に 記 録 す る 記 録 手 段 と 、
Ｍ Ｐ Ｅ Ｇ 規 格 の ト ラ ン ス ポ ー ト ス ト リ ー ム 形 式 の 信 号 を プ ロ グ ラ ム ス ト リ ー ム 形 式 の 信 号
に 変 換 す る 変 換 手 段 と 、
前 記 記 録 手 段 を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 有 し 、
前 記 制 御 手 段 は 、 前 記 記 録 媒 体 が 第 １ の 仕 様 の 記 録 媒 体 で あ る と き に は 、 前 記 一 時 記 憶 手
段 か ら 読 み 出 さ れ た ト ラ ン ス ポ ー ト ス ト リ ー ム 形 式 の 信 号 を 記 録 し 、
前 記 記 録 媒 体 が 第 ２ の 仕 様 の 記 録 媒 体 で あ る と き に は 、 前 記 一 時 記 憶 手 段 か ら 読 み 出 さ れ
た ト ラ ン ス ポ ー ト ス ト リ ー ム 形 式 の 信 号 を 前 記 変 換 手 段 に お い て プ ロ グ ラ ム ス ト リ ー ム 形
式 の 信 号 に 変 換 し て 記 録 す る こ と を 特 徴 と す る 記 録 装 置 。
【 請 求 項 １ ０ 】
請 求 項 ９ に 記 載 の 記 録 再 生 装 置 に お い て 、
前 記 第 １ の 仕 様 の 記 録 媒 体 は 高 密 度 仕 様 の デ ィ ス ク 記 録 媒 体 で あ り 、 前 記 第 ２ の 仕 様 の 記
録 媒 体 は 標 準 仕 様 の デ ィ ス ク 記 録 媒 体 で あ る こ と を 特 徴 と す る 記 録 再 生 装 置 。
【 請 求 項 １ １ 】
複 数 種 類 の デ ィ ス ク 記 録 媒 体 を 判 別 す る 媒 体 判 別 手 段 と 、
第 １ の 形 式 の 信 号 を 入 出 力 す る 入 出 力 手 段 と 、
入 力 さ れ た 信 号 を デ ィ ス ク 記 録 媒 体 に 記 録 す る 記 録 手 段 と 、
デ ィ ス ク 記 録 媒 体 か ら 信 号 を 再 生 す る 再 生 手 段 と 、
前 記 媒 体 判 別 手 段 の 判 別 結 果 に 応 じ て 前 記 記 録 手 段 と 再 生 手 段 と を 制 御 す る 制 御 手 段 と を
有 し 、
前 記 制 御 手 段 は 、 第 １ の 記 録 媒 体 に は 前 記 第 １ の 形 式 で 信 号 を 記 録 し 、 第 １ の 記 録 媒 体 か
ら 再 生 さ れ た 信 号 を 前 記 第 １ の 形 式 で 出 力 し 、 第 ２ の 記 録 媒 体 に は 前 記 第 １ の 形 式 の 信 号
の 記 録 再 生 を 停 止 す る こ と を 特 徴 と す る 記 録 再 生 装 置 。
【 請 求 項 １ ２ 】
複 数 種 類 の デ ィ ス ク 記 録 媒 体 に 複 数 種 類 の 形 式 の 信 号 を 記 録 再 生 す る 記 録 再 生 装 置 に お い
て 、
第 １ の 形 式 の 信 号 を 入 出 力 す る 入 出 力 手 段 と 、
前 記 複 数 種 類 の デ ィ ス ク 記 録 媒 体 を 判 別 す る 媒 体 判 別 手 段 と 、
入 力 さ れ た 信 号 を デ ィ ス ク 記 録 媒 体 に 記 録 す る 記 録 手 段 と 、
デ ィ ス ク 記 録 媒 体 か ら 信 号 を 再 生 す る 再 生 手 段 と 、
前 記 第 １ の 形 式 の 信 号 を 第 ２ の 形 式 の 信 号 に 変 換 す る 変 換 手 段 と 、
前 記 媒 体 判 別 手 段 の 判 別 結 果 に 応 じ て 前 記 記 録 手 段 と 再 生 手 段 と を 制 御 す る 制 御 手 段 と を
有 し 、
前 記 制 御 手 段 は 、 第 １ の 記 録 媒 体 に は 前 記 第 １ の 形 式 で 信 号 を 記 録 し 、 第 ２ の 記 録 媒 体 に
は 、 前 記 第 １ の 形 式 の 信 号 を 第 ２ の 形 式 の 信 号 に 変 換 し て 記 録 す る こ と を 特 徴 と す る 記 録
再 生 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ７ 】
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
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前 記 目 的 を 達 成 す る た め に 本 発 明 の 記 録 再 生 装 置 は 物 理 仕
様 の 異 な る 複 数 種 類 の 記 録 媒 体 を 判 別 す る 媒 体 判 別 手 段 と 、 Ｍ Ｐ Ｅ Ｇ 規 格 の ト ラ ン ス ポ ー
ト ス ト リ ー ム 形 式 の 信 号 を 入 出 力 す る 入 出 力 手 段 と 、 入 力 さ れ た 信 号 を 前 記 記 録 媒 体 に 記
録 す る 記 録 手 段 と 、 デ ィ ス ク 記 録 媒 体 か ら 信 号 を 再 生 す る 再 生 手 段 と 、 前 記 媒 体 判 別 手 段



【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ８
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ９
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ ０
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ２ １
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

(4) JP 2002-330401 A5 2005.6.9

の 判 別 結 果 に 応 じ て 前 記 記 録 手 段 と 前 記 再 生 手 段 と を 制 御 す る 制 御 手 段 と を 有 し 、 前 記 制
御 手 段 は 、 前 記 記 録 媒 体 が 第 １ の 仕 様 の 記 録 媒 体 で あ る と き に は 前 記 ト ラ ン ス ポ ー ト ス ト
リ ー ム 形 式 で 信 号 を 記 録 し 、 記 録 媒 体 か ら 再 生 さ れ た 信 号 を 前 記 ト ラ ン ス ポ ー ト ス ト リ ー
ム 形 式 で 出 力 し 、 前 記 記 録 媒 体 が 第 ２ の 仕 様 の 記 録 媒 体 で あ る と き に は 前 記 ト ラ ン ス ポ ー
ト ス ト リ ー ム 形 式 の 信 号 の 記 録 再 生 を 停 止 す る 構 成 と し た 。
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